
04 制度改正等について

（１） 介護保険料等における基準額の変更

（２） 令和７年４月１日から適用する算定に係る体制等の届出について
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04 （１） 介護保険料等における基準額の変更 令和6年度日立市介護サービス事業者懇談会（第2回）

出典第１１６回社会保障審議会
介護保険部会（令和６年１２月
２３日開催）資料５
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業務継続計画未策定事業所への減算

対 象 全サービス（居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く）

算 定 要 件

以下の措置が講じられていない場合

① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施

するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定

すること

② 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

減算単位数

【業務継続計画未実施減算】

➢ 施設・居住系サービス 所定単位数の100分の3

➢ その他サービス 所定単位数の100分の1

経 過 措 置

感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害時に関する具体計画の

策定を行っている場合 令和７年３月３１日までの間は減算を適用しない。

※訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅支援については、令和７年３月３１日までの間は減算

を適用しない

事業者は、感染症や非常事態の発生時における、サービス提供の継続的な実施及び、非常時も体制で早期
の業務再開を図るための業務継続計画（BCP）を策定し、計画に従い必要な措置を講じる必要があります。

04 (2) 令和７年４月１日から適用する算定に係る体制等の届出について
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身体拘束等の適正化の推進

対 象
（１） 短期入所系サービス、

多機能系サービス

（２） 訪問系サービス、通所系サービス

福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援

算 定 要 件

以下の措置が講じられていない場合

① 身体拘束等の適正化のための委員会を定

期的に開催するとともに、その結果につい

て、従業者に周知徹底を図ること

② 身体拘束等の適正化のための指針を整備

すること

③ 従業者に対し、身体拘束等の適正のための

研修を定期的に実施すること

① 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならないこと

② 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを

得ない理由を記録しなければならないこと

減算単位数
所定単位数の100分の1

（身体拘束廃止未実施減算）

経 過 措 置 令和７年３月３１日までの間は減算を適用しない 経過措置なし

04 (2) 令和７年４月１日から適用する算定に係る体制等の届出について
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04 (2) 令和７年４月１日から適用する算定に係る体制等の届出について

届出の提出が必要となるサービス

対象サービス 届出が必要となる項目

■第一号訪問事業 業務継続計画策定の有無：「基準型」

■（介護予防）小規模多機能型居宅介護
■（介護予防）認知症対応型共同生活介護
【短期利用型のみ】
■複合型サービス

身体拘束廃止取組みの有無：「基準型」

■介護職員等処遇改善加算Ⅴ（１）～（14）を算定し
ている事業所

介護職員等処遇改善加算「Ⅰ～Ⅳ」

届出がない場合、「減算」

届出がない場合、「減算」

届出がない場合、「加算なし」

居宅介護支援は、【業務継続計画の有無：「基準型」】
についての届出は必要ありません。
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04 (2) 令和７年４月１日から適用する算定に係る体制等の届出について

提出書類（地域密着型サービス）

１ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

２ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

地域密着型サービスと総合事業は、そ
れぞれ届出書の様式が異なりますので

ご注意ください！

提出書類（第一号事業）

１ 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

２ 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
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04 (2) 令和７年４月１日から適用する算定に係る体制等の届出について

届出書 様式（地域密着型サービス）

２ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
（別紙１-３）

１ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙3-2）
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04 (2) 令和７年４月１日から適用する算定に係る体制等の届出について

届出書 様式（第一号事業）

２ 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る
体制等状況一覧表（別紙1-4）

１ 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
（別紙50）
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04 (2) 令和７年４月１日から適用する算定に係る体制等の届出について

届出書 記載例 １ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
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04 (2) 令和７年４月１日から適用する算定に係る体制等の届出について

届出書 記載例 １ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

異動年月日、変更前変更後
の記載漏れが多いので必ず
記載してください
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04 (2) 令和７年４月１日から適用する算定に係る体制等の届出について

提出方法

■ メール
E-mail：kaiho@city.hitachi.lg.jp
件名「【事業所名】算定に係る体制等に関する届出の提出について」

■ 電子申請届出システム
URL：https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/
※システムのログインには、gBizID の取得が必要となります。

■ 郵送
〒317-8601
日立市助川町1-1-1
日立市保健福祉部介護保険課
封筒に「令和７年度算定に係る体制等に関する届出書在中」と明記

電子申請届出システム
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04 (2) 令和７年４月１日から適用する算定に係る体制等の届出について

提出期限（令和７年４月算定分）

令和７年４月１日（火）必着

届出様式のダウンロード

日立市ホームページ
「介護給付費算定、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等の届出」検索：１００３０３５
https://www.city.hitachi.lg.jp/sangyo_business/fukushi_kaigo/1003027/1003035.html

様式はこちらからダウン
ロードをお願いします。
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参考

体制等の届出の提出期限（令和７年５月算定分以降）

サービス種類 期限

■地域密着型介護老人福祉施設
入居者生活介護
■認知症対応型共同生活介護
（予防含む）

算定月の１日まで必着

上記以外のサービス 算定月の前月の１５日まで必着
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00 事務連絡

令和７年度 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書について
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令和７年度 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書について

計画書 提出期限（令和７年４月５月算定分）

令和７年４月15日（火）必着

制度概要及び計画書様式ダウンロード

■厚生労働省ホームページ
「介護職員の処遇改善」
https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html

■日立市ホームページ
「介護給付費算定、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等の届出」検索：１００３０３５
https://www.city.hitachi.lg.jp/sangyo_business/fukushi_kaigo/1003027/1003035.html
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